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(設 置)

第１条 財団法人高知県体育協会 (以下 ｢協会｣という｡ ) 寄附行為第37条の規定に基づく専門委員会として､

協会表彰委員会 (以下 ｢委員会｣という｡ ) を設置する｡

(任 務)

第２条 委員会は､ 協会表彰規程第６条に基づく表彰の審査及び体育・スポーツ関係者の叙位・叙勲に関す

る資料の収集等を行う｡

(組 織)

第３条 委員会は､ 次の各号に掲げる委員をもって構成する｡

１� 協会理事会が選出する若干名の委員

２� 委員長が委員会に諮って選出する学識経験を有する者その他若干名の委員

２ 委員の任期は､ ２年とする｡

３ 補欠又は増員により選任された委員の任期は､ 前任者又は現任者の残任期間とする｡

(役 員)

第４条 委員会に次の役員を置く｡

１� 委 員 長 １名

２� 副委員長 ２名

２ 委員長は協会理事のうちから､ 副委員長は協会理事又は評議員のうちから協会会長が委嘱する｡

第５条 委員長は､ 委員会の業務を掌理し､ 委員会を代表する｡

２ 副委員長は､ 委員長を補佐し､ 委員長に事故があるとき､ 又は欠けたときは､ 委員長があらかじめ指名

した順序により､ その職務を代理し､ 又はその職務を行う｡

(役員の任期)

第６条 役員の任期は､ 委員の任期とし､ 再任を妨げない｡

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は､ 前任者又は現任者の残任期間とする｡

３ 役員は､ その任期満了後でも後任者が就任するまで､ なお､ その職務を行う｡

(幹 事)

第７条 委員会に幹事若干名を置く｡

２ 幹事は､ 委員長が委嘱する｡

３ 幹事は､ 委員会の業務について､ 委員を補佐する｡

(委員会の会議)

第８条 委員会の会議は､ 必要に応じ委員長が招集し､ その議長となる｡

２ 委員会の会議は､ 表彰の審査､ 委員会の運営その他重要な事項を審議決定する｡
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３ 委員会の会議は､ 委員現在数の３分の２以上が出席しなければ会議を開き､ 議決することができない｡

ただし､ 同一事項について､ 再度招集したときは､ 委員現在数の２分の１以上の出席で足りる｡

４ 前項の場合において､ 当該議事につき書面をもって､ あらかじめ意思表示した者は､ 出席者とみなす｡

５ 委員会の会議の議事は､ 出席委員の過半数をもって決し､ 可否同数のときは､ 議長の決するところに

よる｡

(規程の改正)

第９条 この規程を改正しようとするときは､ 協会会長は､ あらかじめ委員会の意見を聴くものとする｡

(雑 則)

第10条 この規程に定めるもののほか､ 委員会の運営等について､ 必要な事項は､ そのつど委員長が定める｡

附 則

この規程は､ 昭和47年６月16日から施行する｡

附 則

この規程は､ 平成５年６月14日から施行する｡

附 則

この規程は､ 平成13年７月16日から施行する｡

附 則

この規程は､ 平成16年７月21日から施行する｡

附 則

この規程は､ 平成18年３月18日から施行する｡

附 則

この規程は､ 平成22年３月20日から施行する｡
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